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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱可塑性樹脂からなり、繊維直径が１０～１０００ｎｍ、以下に定義する繊維直径変動
係数（ＣＶｄ）が０～１５、繊維長が５０～１０００μｍ、以下に定義する繊維長変動係
数（ＣＶｌ）が０～２０であって、かつアスペクト比（＝繊維長／繊維直径）が１００～
２０００であることを特徴とする短繊維であり、該短繊維が、易溶解成分を海成分、難溶
解成分を島成分とする海島型複合繊維から得られる短繊維であって、該海島型複合繊維が
溶融紡糸により得られ、溶融紡糸温度における海成分と島成分との溶融粘度比（海成分／
島成分）が１．１～２．０であり、該海島型複合繊維の横断面における該島成分の繊維直
径（Ｘｄ）が１０～１０００ｎｍ、島数が１００以上、島成分間の海成分の厚み（Ｓ）が
０．００１≦Ｓ／Ｘｄ≦０．５である海島型複合繊維を５０～１０００μｍの繊維長にカ
ットした後、海成分を抽出除去して島成分を短繊維として得ることを特徴とする、短繊維
の製造方法。
　繊維直径変動係数（ＣＶｄ）＝σｄ／Ｘｄ×１００（％）
［但し、繊維直径は繊維断面における長径と短径の平均値とし、σｄは繊維直径分布の標
準偏差、Ｘｄは平均繊維直径を示す。］
　繊維長変動係数（ＣＶｌ）＝σｌ／Ｘｌ×１００（％）
［但し、σｌは繊維長分布の標準偏差、Ｘｌは平均繊維長を示す。］
【請求項２】
　熱可塑性樹脂がポリエステル類、ポリアミド類、及びポリオレフィン類から選ばれる少
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なくとも１種の熱可塑性樹脂である請求項１に記載の短繊維の製造方法。
【請求項３】
　海成分がポリ乳酸、超高分子量ポリアルキレンオキサイド縮合系ポリマー、ポリアルキ
レングリコール共重合ポリエステル及びポリオキシアルキレングリコール系化合物と５－
ナトリウムスルホイソフタル酸の共重合ポリエステルから選択される少なくとも１種のア
ルカリ水溶液易溶解性ポリマーである請求項１又は請求項２に記載の短繊維の製造方法。
【請求項４】
　海成分が５－ナトリウムスルホイソフタル酸を６～１２モル％及び分子量４０００～１
２０００のポリエチレングリコールを３～１０重量％共重合したポリエチレンテレフタレ
ート系共重合ポリエステルである請求項１～３のいずれかに記載の短繊維の製造方法。
【請求項５】
　熱可塑性樹脂がポリエチレンテレフタレート、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリ
ブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ナイロン６、ナイロン６６、高密
度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、又はアイソタクティックポリプロピレンである請
求項１～４のいずれかに記載の短繊維の製造方法。
【請求項６】
　易溶解成分を海成分、難溶解成分を島成分とする海島型複合繊維である、短繊維の発生
前駆体であって、該海島型複合繊維が溶融紡糸により得られ、溶融紡糸温度における海成
分と島成分との溶融粘度比（海成分／島成分）が１．１～２．０であり、
該海島型複合繊維の横断面における熱可塑性樹脂からなる該島成分の繊維直径（Ｘｄ）が
１０～１０００ｎｍ、以下に定義する繊維直径変動係数（ＣＶｄ）が０～１５、島成分の
繊維長が５０～１０００μｍ、以下に定義する繊維長変動係数（ＣＶｌ）が０～２０であ
り、かつアスペクト比（＝繊維長／繊維直径）が１００～２０００であり、
島数が１００以上、島成分間の海成分の厚み（Ｓ）が０．００１≦Ｓ／Ｘｄ≦０．５、該
海島型複合繊維の繊維長５０～１０００μｍの海島型複合繊維であることを特徴とする短
繊維の発生前駆体。
　繊維直径変動係数（ＣＶｄ）＝σｄ／Ｘｄ×１００（％）
［但し、繊維直径は繊維断面における長径と短径の平均値とし、σｄは繊維直径分布の標
準偏差、Ｘｄは平均繊維直径を示す。］
　繊維長変動係数（ＣＶｌ）＝σｌ／Ｘｌ×１００（％）
［但し、σｌは繊維長分布の標準偏差、Ｘｌは平均繊維長を示す。］
【請求項７】
　海成分がポリ乳酸、超高分子量ポリアルキレンオキサイド縮合系ポリマー、ポリアルキ
レングリコール共重合ポリエステル及びポリオキシアルキレングリコール系化合物と５－
ナトリウムスルホイソフタル酸の共重合ポリエステルから選択される少なくとも１種のア
ルカリ水溶液易溶解性ポリマーである請求項６に記載の短繊維の発生前駆体。
【請求項８】
　海成分が５－ナトリウムスルホイソフタル酸を６～１２モル％及び分子量４０００～１
２０００のポリエチレングリコールを３～１０重量％共重合したポリエチレンテレフタレ
ート系共重合ポリエステルである請求項６又は請求項７に記載の短繊維の発生前駆体。
【請求項９】
　熱可塑性樹脂がポリエチレンテレフタレート、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリ
ブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ナイロン６、ナイロン６６、高密
度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、又はアイソタクティックポリプロピレンである請
求項６～８のいずれかに記載の短繊維の発生前駆体。
【請求項１０】
　請求項１～５のいずれか１項記載の短繊維の製造方法により得られる短繊維。
【請求項１１】
　請求項６～９のいずれか１項記載の短繊維前駆体から海成分を除去して得られる短繊維
。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、繊維直径が１μｍ以下である短繊維とその製造方法に関し、更に詳しくは、
繊維直径が１μｍ以下でありながら、繊維直径及び繊維長が殆ど均一であって任意に決め
ることができ、かつ抄紙法等による繊維構造体を製造する際に高度に均一分散された状態
を達成可能な短繊維とその製造方法及びその中間原料繊維に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、繊維直径が１～１００ｎｍの範囲で定義されるナノファイバーに代表されるよう
に、繊維直径１０００ｎｍ（＝１μｍ）以下の超極細繊維が研究対象として着目されてお
り、吸湿性や低分子物質吸着性等の特異性から、超高性能フィルター、電池やキャパシタ
等のセパレータ、或いはハードディスクやシリコンウェハース等の研磨材等、高機能材料
の原料として検討されている。今後、従来にない新しい機能を発現させるためには、繊維
直径や繊維の分散状態及び繊維密度を、繊維の含まれる材料や繊維構造体中でナノオーダ
ーのレベルで随意にコントロールすることが必要とされる。例えば、繊維直径がナノレベ
ルで異なる２種類以上の繊維を不織布の厚み方向に密度勾配をもつ構造としたり、目的に
応じて任意の繊維直径、繊維長の短繊維を混合して密度をコントロールできれば、高性能
フィルターやセパレータでより精密で高性能な機能を出すことが可能となると考えられる
。
【０００３】
　混合紡糸の繊維の海成分を抽出する方式により、島成分ドメインの６０％以上が１～１
５０ｎｍの範囲にある超極細繊維の製造を可能としたことが記載されている（例えば特許
文献１参照。）。しかしながら、繊維直径が３０ｎｍの範囲にあるものは全繊維数の７０
％であり、残り３０％もの繊維はこれから外れるほど繊維直径分布の広いものであった。
また、混合紡糸繊維は、繊維直径のコントロールに海成分を構成するポリマーと島成分を
構成するポリマーの混合比率や溶融粘度差、溶解度パラメータ等が影響するため、適切な
樹脂の種類と分子量等を選ぶ必要があり、曳糸性等を考慮しても、任意に目標繊維直径の
超極細繊維を得ることは非常に困難である。
【０００４】
　また、ポリビニルアルコールとポリアクリロニトリルの混合紡糸繊維を機械的に叩解し
てフィブリル化させることにより得られる繊維直径が５０～５００ｎｍの繊維を用いて、
不織布を得る方法が記されている（例えば特許文献２参照。）。ただし、当然のことなが
ら、未叩解の非フィブリル繊維が多く存在し、繊維直径を任意にコントロールすることが
不可能に近い。
【０００５】
　一方で、繊維直径が均一にされたとしても、繊維長にバラツキがあると、やはり均一な
密度の繊維構造体が得られず、偶然性に等しい粗密を生じてしまう。特許文献１に記載の
混合紡糸繊維の海成分を除去する方法や特許文献２のような叩解型フィブリル繊維では当
然、均一な繊維長を得ることはできない。海島型繊維を所定の長さにカットした後で海成
分を除去し、極細繊維を得る手段が開示されている（例えば特許文献３及び４参照。）。
カット端からも海成分溶解成分を浸透させ、効率よく海成分を除去することを狙ったもの
であるが、本発明者らの検討によれば、単に先にカットした上でも、島成分の繊維直径が
１μｍ以下の海島型繊維では、中央部の海成分除去が難しく、超極細繊維の収率を上げる
ことが困難である。また、島成分の繊維の間隔をコントロールすることが困難で、そのま
ま応用できるものではない。一方、海島型繊維をトウの状態で海成分を除去した後、カッ
トする方法も記載されているが、島成分の繊維直径が１μｍ以下の海島型繊維では、中央
部の海成分を構成するポリマーの除去が困難で超極細繊維の収率を上げることは困難であ
る（例えば特許文献５参照。）。
　前述の如く、１μｍ以下の超極細繊維で、繊維直径及び繊維長がともにほぼ均一である
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超極細短繊維は存在していなかった。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１６９２６１号公報
【特許文献２】特開２００３－１２９３９３号公報
【特許文献３】特開２００３－１０５６６０号公報
【特許文献４】特開平７－３３１５８１号公報
【特許文献５】特開２００３－２５３５５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記従来技術を背景になされたもので、その目的は、繊維直径と繊維長の分
布が少ない均一な繊維直径１μｍ以下の短繊維を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者等は、上記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、島成分間隔を精密に
制御でき、かつ海成分抽出除去性の良好となるように適切な海成分を構成するポリマーと
島成分を構成するポリマーを選択して精密多島海島複合紡糸を行い、この未延伸糸又は延
伸糸を５０～１０００μｍにカット後、海成分を除去する方法で、繊維直径及び繊維長が
比較的均一であり、分散性が良好で繊維構造体の構造を目的に応じて任意に制御可能な超
極細短繊維の発明に到達した。
【０００９】
　すなわち本発明の課題は熱可塑性樹脂からなり、繊維直径が１０～１０００ｎｍ、以下
に定義する繊維直径変動係数（ＣＶｄ）が０～１５、繊維長が５０～１０００μｍ、以下
に定義する繊維長変動係数（ＣＶｌ）が０～２０であって、かつアスペクト比（＝繊維長
／繊維直径）が１００～２０００であることを特徴とする短繊維であり、該短繊維が、易
溶解成分を海成分、難溶解成分を島成分とする海島型複合繊維から得られる短繊維であっ
て、該海島型複合繊維が溶融紡糸により得られ、溶融紡糸温度における海成分と島成分と
の溶融粘度比（海成分／島成分）が１．１～２．０であり、該海島型複合繊維の横断面に
おける該島成分の繊維直径（Ｘｄ）が１０～１０００ｎｍ、島数が１００以上、島成分間
の海成分の厚み（Ｓ）が０．００１≦Ｓ／Ｘｄ≦０．５である海島型複合繊維を５０～１
０００μｍの繊維長にカットした後、海成分を抽出除去して島成分を短繊維として得るこ
とを特徴とする、短繊維の製造方法によって解決することができる。
　繊維直径変動係数（ＣＶｄ）＝σｄ／Ｘｄ×１００（％）
［但し、繊維直径は繊維断面における長径と短径の平均値とし、σｄは繊維直径分布の標
準偏差、Ｘｄは平均繊維直径を示す。］
　繊維長変動係数（ＣＶｌ）＝σｌ／Ｘｌ×１００（％）
［但し、σｌは繊維長分布の標準偏差、Ｘｌは平均繊維長を示す。］
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、繊維直径が１μｍ以下の超極細繊維でありながら、繊維直径及び繊維
長が均一で、かつ分散性が良好な短繊維が得られる。これは、従来の混合紡糸繊維の海成
分の抽出による超極細繊維や、叩解フィブリル化により得られる超極細繊維では達成でき
なかったことである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下本発明の実施形態について詳細に説明する。
　本発明の繊維は熱可塑性樹脂からなり、１０～１０００ｎｍの繊維直径をもち、以下の
式で定義される繊維直径変動係数が０～１５であることを特徴とする。
　繊維直径変動係数（ＣＶｄ）＝σｄ／Ｘｄ×１００（％）
　　但し、ここでいう繊維直径は、繊維断面の最大径と最小径の平均値をいい、σｄは繊
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維直径分布の標準偏差、Ｘｄは平均繊維直径を示す。
【００１２】
　繊維直径が１０ｎｍ未満であると、分子間力の影響が強くなるためか繊維構造自身が不
安定で個々の超極細繊維の分繊性が悪く、現在のところ、超極細繊維が均一に分散された
繊維構造体を得ることが困難である。また、１０００ｎｍを超えると、本発明が目指すよ
うな特異な物性が得られる繊維直径の領域からは外れる。特に好ましい範囲は５０～９０
０ｎｍである。
【００１３】
　また、繊維直径変動係数（ＣＶｄ）は０～１５の範囲、好ましくは０～１０の範囲にあ
ることがナノレベルの構造制御が可能な繊維の変動係数として必要であるＣＶｄが１５を
超えると、ナノレベルの精密な繊維構成勾配のある繊維構造体を設計することが困難であ
る。
【００１４】
　さらに本発明の繊維は５０～１０００μｍの繊維長をもち、以下の式で定義される繊維
長変動係数が０～２０であることを特徴とする。
　繊維長変動係数（ＣＶｌ）＝σｌ／Ｘｌ×１００（％）
　　但し、ここでσｌは繊維長分布の標準偏差、Ｘｌは平均繊維長を示す。
【００１５】
　繊維長は５０～１０００μｍ、好ましくは１００～５００μｍの範囲である。５０μｍ
を下回ると、不織布表面からの繊維脱落やシート強力が低下する可能性がある。また、１
０００μｍを超えると、超極細短繊維としたときに絡みが生じやすく、結束や毛玉状の欠
点となって、構造体の均質性を阻害する。
【００１６】
　また、繊維長変動係数（ＣＶｌ）は０～２０の範囲、好ましくは０～１０の範囲にある
ことがナノレベルの構造制御が可能な繊維の変動係数として必要であるＣＶｌが２０を超
えると、ナノレベルの精密な繊維構成勾配のある繊維構造体を設計することが困難である
。これらの平均繊維長及び繊維長変動係数を所定の範囲にするためには、ギロチンカッタ
ー等、繊維をカットする装置の精度を上げることが好ましい。
【００１７】
　繊維長／平均繊維直径で定義されるアスペクト比は１００～２０００の範囲内にある必
要があり、好ましくは２００～１５００、更に好ましくは３００～１０００の範囲内であ
る。アスペクト比が１００を下回ると、不織布表面からの繊維脱落やシート強力が低下す
る可能性が大となり、２０００を超えると短繊維としたときに絡みが生じやすく、結束や
毛玉状の欠点となって、構造体の均質性を阻害する。繊維直径に応じて適切なアスペクト
比の繊維長を選択することで、不織布の均一性と強力が共に強いものが得られる。
【００１８】
　上述する短繊維の製造方法として、島繊維直径が１μｍ以下であり、かつ島数が１００
以上の精密な多島海島型複合繊維を製造した後、これを所定の繊維長にカットした短繊維
の発生前駆体を経て、海成分を溶出又は分解することによって島成分からなる短繊維を取
り出す方法が好ましい。海成分の溶出又は分解を予め行っておき、短繊維として抄紙工程
に供給する方式もあるが、海島型複合短繊維の状態で繊維発生前駆体として不織布メーカ
ーへ出荷する形態をとり、抄紙工程のパルパー又はパルパーの前工程に海成分の溶剤や分
解促進薬液によって海成分を除去する方法、あるいは前駆体の状態で抄紙を行った後、海
成分を除去する方式をとることもできる。
【００１９】
　なお、繊維ウエブを形成する方法は湿式不織布法（抄紙法）に限定されることはないが
、１μｍ以下の短繊維をより均一に分散するには、抄紙法が最も好ましい手段である。抄
紙法としては、従来公知の方法、例えば、水平長網方式、傾斜ワイヤー型短網方式、円網
方式、又は長網・円網コンビネーション方式により形成することができる。なお、短繊維
を結合させるために、用途や目的に応じて、抄紙後の湿式不織布ウェブをカレンダーロー
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ラーやエンボスローラーを用いて圧接してもよいし、ウォーターニードルで繊維を厚み方
向に絡合させたり、バインダー繊維の混繊やケミカルバインダーにより熱接着してもよい
。
【００２０】
　該海島型複合繊維からなる短繊維の発生前駆体とする前段階の海島型複合繊維の製造方
法を述べる。その海島重量比率は特に限定されないが、海成分：島成分＝１０：９０～６
０：４０の範囲にすることが好ましく、特に海成分：島成分＝２０：８０～４０：６０の
範囲が好ましい。海成分の割合が６０重量％を越えると、海成分溶解に必要な溶剤の量が
多くなったり分解に必要な剤の量や時間が増えたり、安全性や環境負荷、そしてコストの
面で問題がある。また、１０重量％未満の場合には島成分同士が膠着する可能性がある。
【００２１】
　また、島数は１００以上であることが重要である。島数が多いほど海成分を溶解除去し
て繊維を製造する場合の生産性が高くなり、親糸繊維直径を極度に小さくすることなしに
島繊維直径が１μｍ以下の繊維を比較的容易に得ることができる。ここで、島数１００未
満の場合には、海成分を溶解除去しても繊維直径の小さい極細繊維が得られない。特に、
島数５００以上にすることが好ましい。島数の上限は特に限定されることはないが、紡糸
口金の製造コストが高くなるだけではなく、加工精度自体も低下しやすくなるので１００
０以下とするのが好ましい。
【００２２】
　更に、海島型複合繊維は、その島成分間の海成分の厚み（Ｓ）が０．００１≦Ｓ／Ｘｄ
≦０．５（Ｘｄは平均繊維直径）とすることが必要である。Ｓ／Ｘｄ値が０．００１未満
であると島成分同士が膠着する可能性があり、島成分が分離しにくくなる。また、Ｓ／Ｘ
ｄ値が０．５を越えると、島成分の分離性はよくなるものの、高速紡糸性や延伸倍率を上
げることができないため、目標の繊維直径の繊維を得ることが難しくなり、また、海成分
溶解後の繊維の強度が小さくなることや、厚い海成分を溶解除去する間に島成分の溶解が
進み、島成分間の均質性が低下することがある。
【００２３】
　前述のＳ／Ｘｄ値を達成する海成分を構成するポリマーと島成分を構成するポリマーの
必要条件は、海成分の抽出性をも考慮すると、海成分を溶融粘度が高くかつ易溶解性であ
るポリマーとし、島成分を溶融粘度が低くかつ難溶解性のポリマーとすることである。特
に、海成分を構成するポリマーと島成分を構成するポリマーの溶融粘度の関係が重要であ
り、海成分を構成するポリマーの溶融粘度が小さい場合には島成分同士が膠着する可能性
がある。海成分を構成するポリマーの溶融粘度が島成分に比べて大きい関係を満たしてい
れば、海成分の複合重量比率が５０％以下になっても、島成分同士が大部分膠着して海島
繊維と異なる繊維となることはない。島成分同士が膠着すると、海成分を溶解除去した際
に極細繊維だけではなく異型繊維まで作成されることとなり、本発明の目的とする均一な
繊維直径の短繊維が得ることができない。特に好ましい溶融粘度比（海成分／島成分）は
１．１～２．０、特に１．３～１．５の範囲である。この比が１．１未満の場合には溶融
紡糸時に島成分が膠着しやすくなり、一方２．０を超える場合には粘度差が大きすぎるた
めに紡糸調子が低下しやすい。
【００２４】
　また、ここで、易溶解性成分と難溶解性成分としているのは、ある溶剤又は薬剤に対し
て、一方のポリマーは溶出又は分解し、他方のポリマーは溶出又は分解されにくいポリマ
ーの組合せを選択し、その易溶解性成分を海成分として選択することを意味する。ここで
、海成分の抽出性（ある溶剤又は薬剤に対して溶出性又は分解性）に関しては、島成分に
対する海成分を構成するポリマーの溶解速度が２００倍以上であることにより、島成分分
離性が良好となる。溶解速度が２００倍未満の場合には、繊維断面中央部の海成分を溶解
する間に、分離した繊維断面表層部の島成分が、繊維直径が小さいために溶解されるため
、海成分の相当量が減量されているにもかかわらず、繊維断面中央部の海成分を完全に溶
解除去できず、島成分の太さ斑や島成分自体の溶剤侵食につながり、本発明の目的とする
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均一な繊維直径の短繊維が得ることができない。
【００２５】
　以上は主に海成分の除去する点から、本発明の目的とする均一な繊維直径の短繊維を製
造する方法を述べたものである。他の観点として紡糸・延伸工程に着目した場合には、紡
糸の際に用いる口金の構成や、海島成分を構成するポリマーの種類、溶融粘度等も重要に
なる。溶融粘度については上述のとおりであり、ポリマー種類については以下に述べる。
【００２６】
　海成分を構成するポリマーは、熱可塑性樹脂であって、溶融紡糸時における溶融粘度が
島成分を構成するポリマーよりも高いことが必須であり、かつ溶剤あるいは分解性薬剤に
対する島成分を構成するポリマーとの溶解速度比が２００以上であればいかなるポリマー
であってもよいが、特に繊維形成性の良いポリエステル類、ポリアミド類、ポリエチレン
やポリスチレン等のポリオレフィン類を好ましい例としてあげることができる。ポリアミ
ド類は脂肪族ポリアミド類が好ましい。更に具体例を挙げれば、アルカリ水溶液易溶解性
ポリマーとして、ポリ乳酸、超高分子量ポリアルキレンオキサイド縮合系ポリマー、ポリ
オキシアルキレングリコール系化合物と５－ナトリウムスルホイソフタル酸の共重合ポリ
エステルが最適である。しかし、共重合成分はこれらのみに限定されるわけではなく、こ
れらを共重合した上で更に別の共重合成分が存在していても構わない。ここでアルカリ水
溶液とは、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム水溶液などを言う。これ以外にも、海成分
を構成するポリマーとそれを溶解する溶剤あるいは分解性薬剤の組み合わせとして、ナイ
ロン６やナイロン６６等の脂肪族ポリアミドに対するギ酸、ポリスチレンに対するトリク
ロロエチレン等やポリエチレン（特に高圧法低密度ポリエチレンや直鎖状低密度ポリエチ
レン）に対する熱トルエンやキシレン等の炭化水素系溶剤、ポリビニルアルコールやエチ
レン変性ビニルアルコール系ポリマーに対する熱水を例として挙げることができる。
【００２７】
　共重合ポリエステル系ポリマーの中でも、５－ナトリウムスルホイソフタル酸６～１２
モル％と分子量４０００～１２０００のポリエチレングリコールを３～１０重量％共重合
させた固有粘度が０．４～０．６ｄＬ／ｇのポリエチレンテレフタレート系共重合ポリエ
ステルが好ましい。ここで、５－ナトリウムスルホイソフタル酸は親水性と溶融粘度向上
に寄与し、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）は親水性を向上させる。また、ＰＥＧは分
子量が大きいほど、その高次構造に起因すると考えられる親水性増加作用があるが、反応
性が悪くなってブレンド系になるため、耐熱性や紡糸安定性の面で問題が生じる可能性が
ある。また、共重合量が１０重量％以上になると、溶融粘度低下作用があるので、好まし
くない。以上のことから上記の範囲が適切であると考えられる。
【００２８】
　島成分を構成するポリマーは熱可塑性樹脂であり、溶融紡糸時の海成分粘度より小さく
なり、かつ前述のような海成分との溶解速度比があれば、いかなる繊維形成性ポリマーで
あってもよい。中でも、ポリアミド類、ポリエステル類、ポリオレフィン類などが好適な
例として挙げられる。具体的には、機械的強度や耐熱性を要求される用途では、ポリエス
テル類では、ポリエチレンテレフタレート、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリブチ
レンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート又はこれらを主たる繰返し単位とし、イ
ソフタル酸若しくは５－スルホイソフタル酸金属塩等の芳香族ジカルボン酸、アジピン酸
若しくはセバシン酸等の脂肪族ジカルボン酸、ε－カプロラクトン等のヒドロキシカルボ
ン酸縮合物、若しくはジエチレングリコール、トリメチレングリコール、テトラメチレン
グリコール若しくはヘキサメチレングリコール等のグリコール成分等との共重合体が好ま
しい。また、ポリアミド類では、ナイロン６、ナイロン６６等の脂肪族ポリアミド類が好
ましい。一方、ポリオレフィン類は酸やアルカリ等に侵され難いことや、比較的低い融点
のために繊維として取り出した後のバインダー成分として使える等の特徴があり、高密度
ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高圧法低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチ
レン、アイソタクティックポリプロピレン、エチレンプロピレン共重合体、無水マレイン
酸などのビニルモノマーのエチレン共重合体等を好ましい例としてあげることができる。
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さらに島成分は丸断面に限らず、異型断面であってもよい。
【００２９】
　特にポリエチレンテレフタレート、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリブチレンテ
レフタレート、イソフタル酸共重合率が２０モル％以下のポリエチレンテレフタレートイ
ソフタレート、若しくはポリエチレンナフタレート等の脂芳族ポリエステル類、あるいは
、ナイロン６、ナイロン６６等の脂肪族ポリアミド類が、高い融点による耐熱性や力学的
特性を備えているので、特許文献２に記載されているようなポリビニルアルコール／ポリ
アクリロニトリル混合紡糸繊維からなる超極細フィブリル化繊維に比べ、耐熱性や強度を
要求される用途へ適用できるため、好ましいと考える。
【００３０】
　なお、海成分を構成するポリマー及び島成分を構成するポリマーについて、製糸性及び
抽出後の短繊維の物性に影響を及ぼさない範囲で、必要に応じて、有機充填剤、酸化防止
剤、熱安定剤、光安定剤、難燃剤、滑剤、帯電防止剤、防錆剤、架橋剤、発泡剤、蛍光剤
、表面平滑剤、表面光沢改良剤、フッ素樹脂等の離型改良剤、等の各種添加剤を含んでい
ても差し支えない。
【００３１】
　溶融紡糸に用いられる口金としては、島成分を形成するための中空ピン群や微細孔群を
有するものなど任意のものを用いることができる。例えば中空ピンや微細孔より押し出さ
れた島成分流とその間を埋める形で流路を設計されている海成分流とを合流し、これを圧
縮することにより海島断面が形成されるといった紡糸口金でもよい。好ましく用いられる
紡糸口金例を図１及び２に示すが、必ずしもこれらに限定されるものではない。本発明の
海島型複合繊維断面において平均繊維直径（Ｘｄ）と島成分間の海成分の厚み（Ｓ）の関
係が０．００１≦Ｓ／Ｘｄ≦０．５を満たすことが重要であり、これらの式を満たすよう
な断面を作成できる口金であれば、どのような口金でもよい。なお図１は中空ピンを海成
分樹脂貯め部分に吐出してそれを合流圧縮する方式であり、図２は微細孔方式で島成分を
形成する方法である。
【００３２】
　吐出された海島型複合繊維は冷却風により固化され、所定の引き取り速度に設定した回
転ローラーあるいはエジェクターにより引き取られ、未延伸糸を得る。この引き取り速度
は特に限定されないが、２００ｍ／分～５０００ｍ／分であることが望ましい。２００ｍ
／分以下では生産性が悪い。また、５０００ｍ／分以上では紡糸安定性が悪い。
【００３３】
　得られた未延伸糸は、海成分を抽出後に得られる繊維の用途・目的に応じて、そのまま
カット工程あるいはその後の抽出工程に供してもよいし、目的とする強度・伸度・熱収縮
特性に合わせるために、延伸工程や熱処理工程を経由して、カット工程あるいはその後の
抽出工程に供することができる。延伸工程は紡糸と延伸を別ステップで行う別延方式でも
よいし、一工程内で紡糸後直ちに延伸を行う直延方式を用いてもかまわない。以上の製造
方法で得られたフィラメントをそのまま、或いは数十本～数百万本単位に束ねたトウにし
てギロチンカッターやロータリーカッターなどでカットすることで、繊維長５０～１００
０μｍの海島複合短繊維なる、短繊維前駆体を得ることができる。この海成分を適切な条
件下で溶解除去することで、目的の短繊維を得ることができる。
【００３４】
　海成分の除去に続いて、中和後、抄紙工程前に、繊維の分散剤として、ポリエ－テルエ
ステル、Ｃ８スルホサクシネ－ト、ポリオキシエチレン（ＰＯＥ）・ノニルフェノ－ルエ
－テル・サルフェ－ト・アミン、ＰＯＥ・ノニルフェノ－ルエ－テル・サルフェ－ト・ナ
トリウム、ＰＯＥ・ノニルフェノ－ル、ＰＯＥ・オレイルエ－テル、フッソ系の活性剤、
変性シリコ－ン等を使用することができる。分散剤はこれらに限定されるものではなく、
複数種類用いてもよい。また、パルプ状物の分散性を高めるために、ドライ、ウエットあ
るいは分散剤を添加したウエットの状態で、パルパ－、リファイナ－、ビ－タ－等にかけ
てパルプ状物間の絡まりを低下させることも可能である。
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【００３５】
　海島型複合繊維をアルカリ減量処理して得られる短繊維のみを用いて常法により抄紙す
ることも可能であるが、繊維構造体の目的に応じて、それ以外の組成、又は同組成のポリ
マ－からなるショ－トカット等を混抄することも可能である。
【実施例】
【００３６】
　以下、実施例により、本発明を更に具体的に説明する。
　なお、実施例における各項目は次の方法で測定した。
（１）溶融粘度測定
　常温（約２５℃）で２４時間真空乾燥した後のポリマーを紡糸時の溶融温度に設定した
オリフィスにセットして５分間溶融保持したのち、数水準の荷重をかけて押し出し、その
ときのせん断速度と溶融粘度をプロットする。そのプロットをなだらかにつないで、せん
断速度－溶融粘度曲線を作成した。以下に記載の溶融粘度とは、せん断速度が１０００秒
－１での値を示している。
【００３７】
（２）溶解速度測定
　海成分及び島成分のポリマーを、各々、径０．３ｍｍ、長さ０．６ｍｍのキャピラリー
を２４孔もつ口金から吐出し、１０００～２０００m/分の紡糸速度で引き取って得た未延
伸糸を残留伸度が３０～６０％の範囲になるように延伸して、８３ｄｔｅｘ／２４フィラ
メントのマルチフィラメントを作成した。これを所定の溶剤及び溶解温度で浴比１００と
して、溶解時間と溶解量から減量速度を算出した。表中では海島溶解速度差が２００倍以
上の場合を○、２００倍以下の場合を×とした。
【００３８】
（３）平均繊維直径と島成分間の海成分の厚み（Ｓ）の測定
　透過型電子顕微鏡ＴＥＭで、倍率３００００倍で繊維断面写真を撮影し、測定した。Ｔ
ＥＭの機械によっては測長機能を活用して測定し、また無いＴＥＭについては、撮った写
真を拡大コピーして、縮尺を考慮した上で定規にて測定すればよい。ただし、繊維直径は
、繊維断面における長径と短径の平均値と定義した。島成分間の海成分の厚み（Ｓ）は、
島成分間の距離をランダムに５０点測定し、その平均値と定義した。
【００３９】
（４）平均繊維直径の均一性
　海成分溶解除去後の極細繊維の３００００倍ＴＥＭ観察により、ランダムに選択した５
０本の繊維の繊維直径データにおいて、平均繊維直径（Ｘｄ）と標準偏差（σｄ）を算出
し、以下で定義する繊維直径変動係数（ＣＶｄ）を算出した。
　繊維直径変動係数（ＣＶｄ）＝σｄ／Ｘｄ×１００（％）
【００４０】
（５）繊維長
　走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により、海成分溶解除去後の短繊維を基盤上に寝かせた状
態とし、２０～５００倍で測定した。ＳＥＭの機械によっては測長機能を活用して測定し
、また無いＳＥＭについては、撮った写真を拡大コピーして、縮尺を考慮した上で定規に
て測定すればよい。
【００４１】
（６）繊維長均一性
　測定した繊維長のデータから、ランダムに５０点を選択し、その平均値（Ｘｌ）と各測
定データより算出した標準偏差（σｌ）を算出した後、以下の式で定義される繊維長変動
係数（ＣＶｌ）を算出した。
　繊維長変動係数（ＣＶｌ）＝σｌ／Ｘｌ×１００（％）
【００４２】
（７）未分散欠点又は絡み
　目付５０ｇ／ｍ２となるように、ＪＩＳ　Ｐ８２２２に記載の手抄き装置で短繊維の１
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００％繊維ウェブを作成し、１３０℃の無風状態で３０分間乾燥後、５ｍｍ角の正方形に
切って静かに走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）の試料台に乗せ、この表面を２０～５００倍で
観察し、目視で未開繊束状、毛玉状（糸の絡まり）等の分散不良を確認し、明らかにでき
るものの数を測定した。分散不良が５ｍｍ角中、２１箇所以上確認された場合は×（不良
）、２０箇所以下の場合は○（良）と判定した。
【００４３】
（８）海成分抽出性
　上記ウェブ上で、海成分の抽出除去が不十分で束状となっている繊維が１１箇所以上確
認された場合は×（不良）、１０箇所以下の場合は○（良）とした。
【００４４】
（９）共重合ポリエステルの共重合成分の定性、定量解析
　繊維サンプルを重水素化トリフルオロ酢酸／重水素化クロロホルム＝１／1混合溶媒に
溶解後、日本電子株式会社製、ＪＥＯＬ　Ａ－６００　超伝導ＦＴ－ＮＭＲを用いて核磁
気共鳴スペクトル（1Ｈ－ＮＭＲ）を測定した。そのスペクトルパターンから常法に従っ
て、定性・定量評価を行った。
【００４５】
　またポリエチレングリコール共重合量などは必要に応じて以下の手法も用いた。つまり
繊維サンプルを過剰量のメタノールとともに封管し、オートクレーブ中、２６０℃、４時
間メタノール分解した。分解物をガスクロマトグラフィー（ＨＥＷＬＥＴＴ　ＰＡＣＫＡ
ＲＤ社製、ＨＰ６８９０　Ｓｅｒｉｅｓ　ＧＣ　Ｓｙｓｔｅｍ）を用いて共重合成分の量
を定量し、測定したポリマーの重量を基準としたときの重量百分率を求めた。また標準サ
ンプルとの保持時間の比較により定性評価も行った。
【００４６】
　　［実施例１］
　島成分に２８５℃での溶融粘度が１２０Ｐａ・ｓｅｃのポリエチレンテレフタレート、
海成分に平均分子量４０００のポリエチレングリコールを４重量％、５－ナトリウムスル
ホイソフタル酸を９ｍｏｌ％共重合した２８５℃での溶融粘度が１３５Ｐａ・ｓｅｃであ
る改質ポリエチレンテレフタレートを使用し、海成分：島成分＝１０：９０の重量比率で
図１に示す形状をもつ島数４００の口金を用いて紡糸し、紡糸速度１５００ｍ／ｍｉｎで
引き取り、未延伸糸を得た。海成分と島成分のアルカリ減量速度差は１０００倍で海成分
はかなりアルカリ水溶液易分解性であった。これを３．９倍に延伸した後、ギロチンカッ
ターで１０００μｍにカットして、短繊維前駆体を得た。これを４％ＮａＯＨ水溶液で９
５℃にて１０％減量したところ、繊維直径と繊維長が比較的均一である短繊維が生成して
いることを確認した。短繊維前駆体（海島複合短繊維）の断面をＴＥＭ観察して平均繊維
直径（Ｘｄ）と島成分間の海成分の厚み（Ｓ）を調べたところ、Ｓ／Ｘｄ＝０．０３であ
り、請求項３及び請求項７に記載した範囲内であった。また、繊維直径及びその変動係数
、繊維長及びその変動係数、アスペクト比、未分散欠点又は絡み、及び海成分抽出性につ
いて表１に記す通り、繊維直径及び繊維長ともに均一で、分散性、抽出性の良好であるこ
とが確認できた。
【００４７】
　　［実施例２～３、比較例１］
　実施例１におけるカット長のみを変更した結果を表１に示す。
【００４８】
　　［比較例２］
　島成分に２８５℃での溶融粘度が１２０Ｐａ・ｓｅｃのポリエチレンテレフタレート、
海成分に２８５℃での溶融粘度が１４０Ｐａ・ｓｅｃである平均分子量４０００のポリエ
チレングリコールを４重量％、５－ナトリウムスルホイソフタル酸を８ｍｏｌ％共重合し
た改質ポリエチレンテレフタレートを使用し、図１に示す形状をもつ島数４００の口金を
用いて海成分：島成分＝７０：３０の海島比率で紡糸し、紡糸速度１５００ｍ／ｍｉｎで
引き取り、未延伸糸を得た。これを１．７倍で延伸した後、ギロチンカッターで５００μ
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ｍにカットして、短繊維前駆体を得た。これを４％ＮａＯＨ水溶液で９５℃にて７０％減
量したところ、海成分を減量するのに時間がかかるため、表面付近にある島成分が余分に
減量され、平均繊維直径は不均一となった。短繊維前駆体の断面をＴＥＭ観察したところ
、平均繊維直径（Ｘｄ）と島成分間の海成分の厚み（Ｓ）を調べたところ、Ｓ／Ｘｄ＝０
．８であり、請求項３及び請求項７記載の範囲から外れており、海島の均質性が崩れてい
た。また、繊維直径及びその変動係数、繊維長及びその変動係数、アスペクト比、未分散
欠点又は絡み、及び海成分抽出性について表１に記す通りである。
【００４９】
　　［実施例４］
　島成分に２８５℃での溶融粘度が１１５Ｐａ・ｓｅｃのポリエチレンテレフタレートを
使用し、海成分に２８５℃での溶融粘度が１３０Ｐａ・ｓｅｃである平均分子量４０００
のポリエチレングリコールを３重量％、５－ナトリウムスルホイソフタル酸を１０ｍｏｌ
％共重合した改質ポリエチレンテレフタレートを海成分：島成分＝３０：７０の重量比率
で、島数９００の口金（図１と同型）を用いて紡糸し、３５００ｍ／ｍｉｎで引き取り、
未延伸糸を得た。アルカリ減量速度差は２０００倍であった。これを２．３倍に延伸した
後、ギロチンカッターで５００μｍにカットして、短繊維前駆体を得た。これを４％Ｎａ
ＯＨ水溶液で９５℃にて３０％減量したところ、繊維直径と繊維長が比較的均一である短
繊維が生成していることを確認した。短繊維前駆体（海島複合短繊維）の断面をＴＥＭ観
察して平均繊維直径（Ｘｄ）と島成分間の海成分の厚み（Ｓ）を調べたところ、Ｓ／Ｘｄ
＝０．２２であり、請求項３及び請求項７に記載した範囲内であった。また、繊維直径及
びその変動係数、繊維長及びその変動係数、アスペクト比、未分散欠点又は絡み、及び海
成分抽出性について表１に記す通り、繊維直径及び繊維長ともに均一で、分散性、抽出性
の良好であることが確認できた。
【００５０】
　　［比較例３］
　実施例４におけるカット長を変更した結果を表１に示す。
【００５１】
　　［実施例５］
　島成分に２８５℃での溶融粘度が１２０Ｐａ・ｓｅｃのポリエチレンテレフタレートを
使用し、海成分に２８５℃での溶融粘度が１３５Ｐａ・ｓｅｃである平均分子量４０００
のポリエチレングリコールを３重量％、５－ナトリウムスルホイソフタル酸を９ｍｏｌ％
共重合した改質ポリエチレンテレフタレートを用いて、海成分：島成分＝３０：７０の重
量比率で、島数１０００の口金（図１と同型）を用いて紡糸し、１０００ｍ／ｍｉｎで引
き取り、未延伸糸を得た。アルカリ減量速度差は１２００倍であった。これを８０℃の温
水バス中で２２倍に延伸した後、更に９０℃の加熱ローラー通過後乾熱状態で２．３倍延
伸して、ギロチンカッターで１００μｍにカットして、短繊維前駆体を得た。これを海成
分のみを溶解除去するため、４％ＮａＯＨ水溶液で９５℃にて３０％減量したところ、繊
維直径と繊維長が比較的均一である短繊維が生成していることを確認した。短繊維前駆体
（海島複合短繊維）の断面をＴＥＭ観察して、平均繊維直径（Ｘｄ）と島成分間の海成分
の厚み（Ｓ）を調べたところ、Ｓ／Ｘｄ＝０．２４であり、請求項３及び請求項７に記載
した範囲内であった。また、繊維直径及びその変動係数、繊維長及びその変動係数、アス
ペクト比、未分散欠点又は絡み、及び海成分抽出性について表１に記す通り、繊維直径及
び繊維長ともに均一で、分散性、抽出性の良好であることが確認できた。
【００５２】
　　［比較例４］
　実施例５におけるカット長を変更した結果を表１に示す。
【００５３】
　　［参考例６］
　島成分に２７０℃での溶融粘度が６０Ｐａ・ｓｅｃのポリエチレンテレフタレートを使
用し、海成分に２７０℃での溶融粘度が１７５Ｐａ・ｓｅｃであるＤ体純度が９９％のポ
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同型）を用いて紡糸し、１０００ｍ／ｍｉｎで引き取り、未延伸糸を得た。アルカリ減量
速度差は１０００倍であった。これを２．０倍に延伸した後、ギロチンカッターで１００
０μｍにカットして、短繊維前駆体を得た。これを海成分のみを溶解除去するため、４％
ＮａＯＨ水溶液で９５℃にて２０％減量したところ、繊維直径と繊維長が比較的均一であ
る短繊維が生成していることを確認した。短繊維前駆体（海島複合短繊維）の断面をＴＥ
Ｍ観察して、平均繊維直径（Ｘｄ）と島成分間の海成分の厚み（Ｓ）を調べたところ、Ｓ
／Ｘｄ＝０．２９であり、請求項３及び請求項７に記載した範囲内であった。また、繊維
直径及びその変動係数、繊維長及びその変動係数、アスペクト比、未分散欠点又は絡み、
及び海成分抽出性について表１に記す通り、繊維直径及び繊維長ともに均一で、分散性、
抽出性の良好であることが確認できた。
【００５４】
　　［実施例７］
　島成分に２８５℃での溶融粘度が１１５Ｐａ・ｓｅｃのナイロン６を使用し、海成分に
２８５℃での溶融粘度が１４０Ｐａ・ｓｅｃである平均分子量４０００のポリエチレング
リコールを４重量％、５－ナトリウムスルホイソフタル酸を８ｍｏｌ％共重合した改質ポ
リエチレンテレフタレートを用いて、海成分：島成分＝２０：８０の重量比率で、島数１
０００の口金（図１と同型）を用いて紡糸し、１０００ｍ／ｍｉｎで引き取り、未延伸糸
を得た。ここで、島成分であるナイロン６はアルカリ溶液には実質的に溶解しないので、
十分海島溶解速度差がある。これを３．１倍で延伸した後、ギロチンカッターで５００μ
ｍにカットして、短繊維前駆体を得た。これを海成分のみを溶解除去するため、４％Ｎａ
ＯＨ水溶液で９５℃にて３０％減量したところ、繊維直径と繊維長が比較的均一である短
繊維が生成していることを確認した。短繊維前駆体（海島複合短繊維）の断面をＴＥＭ観
察して、平均繊維直径（Ｘｄ）と島成分間の海成分の厚み（Ｓ）を調べたところ、Ｓ／Ｘ
ｄ＝０．２７であり、請求項３及び請求項７に記載した範囲内であった。また、繊維直径
及びその変動係数、繊維長及びその変動係数、アスペクト比、未分散欠点又は絡み、及び
海成分抽出性について表１に記す通り、繊維直径及び繊維長ともに均一で、分散性、抽出
性の良好であることが確認できた。
【００５５】
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【表１】

【００５６】
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　なお、特許文献１の実施例に示されるナノファイバーの繊維直径分布は、繊維直径が平
均繊維直径±１５ｎｍに存在する繊維数が約７０％であることから、ほぼ標準偏差が１５
ｎｍ近傍にあると云え、これからすると、ＣＶｄが１８～３１にあることから、本発明の
短繊維が従来技術より如何に均一であるかが理解できよう。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明によれば、繊維直径が１μｍ以下の繊維でありながら、繊維直径及び繊維長が均
一で、かつ分散性が良好な短繊維が得られる。これは、従来の混合紡糸繊維の島繊維抽出
による超極細繊維や、叩解フィブリル化により得られる超極細繊維では達成できなかった
ことである。本発明の超極細短繊維は、繊維直径や繊維長を任意に制御することができる
ため、湿式不織布等の繊維構造体において、繊維直径がナノメートルレベルでの密度勾配
層構造等の構造制御が可能となり、またこれまでにない目付や厚みの超薄葉紙が得られる
可能性を秘めており、セパレータ用途で燃料電池やリチウム電池等の小型化かつ大容量化
の技術革新に貢献することが期待され、今後のナノファイバー構造体の開発に大きく寄与
すると確信する。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の短繊維の発生前駆体である海島型複合繊維を紡糸するために用いられる
紡糸口金の一概略図である。
【図２】本発明の短繊維の発生前駆体である海島型複合繊維を紡糸するために用いられる
紡糸口金の他の概略図である。
【符号の説明】
【００５９】
　１：分配前島成分ポリマー溜め部分
　２：島成分分配用導入孔
　３：海成分導入孔
　４：分配前海成分ポリマー溜め部分
　５：個別海成分／島成分＝鞘／芯構造形成部
　６：海島全体合流絞り部
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